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ピーク BG の設定の妥当性について 

 

 

No. Page 質問・コメント等 

9 本文 

P16,17 

(ピーク BG) 

評価に用いるピーク BG の設定の妥当性について、夜間にピー

ク BG を測定すると理解しているが、実際の測定では非安全側の

評価とならないこと、昼間にピーク BG が変動しないとしている

考えについて説明を追記すること。 

 

今回の認可申請書では，合理的な現場運用となるようにピーク BG の取り扱い方法

について変更した。具体的には，測定場所周辺のピーク BG の影響が無い場合は，放

射能濃度の決定に用いるピーク BG の値は測定期間中ゼロとし，ピーク BG の測定を

行わない。 

 

＜ピーク BG の取り扱い方法＞ 

測定場所周辺のバックグラウンドの影響を考慮する必要があるか確認するために，

各測定期間の測定開始前にピーク BG 測定を実施し，ピーク BG の有無を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース a) 

ピーク BG が有る場合（検出した場合） 

・測定場所周辺のバックグラウンドの影響を考慮する必要があるものと判断し，放射

能濃度の決定に用いるピーク BG の値は測定日の測定前に確認し，次のとおり設定

する。 

・ピーク BG のスペクトル分析を行い，ピーク面積に相当する計数が標準偏差の 2 倍

未満の場合，ピーク BG はゼロとする。 

・ピーク BG のスペクトル分析を行い，ピーク面積に相当する計数が標準偏差の 2 倍

以上の場合，ピーク BG として有意値（ゼロでない値）を設定する。具体的な設定

方法を表 1 に示す。 

  

無 

有 

ピーク BGの有無 

ピーク BGは無いものとして， 

ケース b)とする。 

ピーク BGは有るものとして， 

ケース a）とする。 

各測定期間の最初にピーク BGを測定 

 

前回からの変更点を赤字で示す。 
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ケース b) 

ピーク BG が無い場合（検出限界値未満の場合） 

・測定場所周辺のバックグラウンドの影響を考慮する必要がないものと判断し，放射

能濃度の決定に用いるピーク BG の値は測定期間中ゼロとし，定期的にピーク BG

の値が検出限界値未満であることを確認する。 

・定期的な確認において，ピーク BG を検出した場合は，有意値として検出値を設定

し，以降，「ケース a）」に従ってピーク BG の値を設定する。 

 

＜ピーク BG の取り扱いに関する基本的な考え方＞ 

60Co の計数率に対応する放射能量は，認可申請書（6-1）式より求める。 

𝑄𝐶𝑜,測定日 = 𝐶𝐹𝐶𝑜(𝑁𝐶𝑜－𝑚𝐶𝑜) （6-1） 

ここで 

𝑄𝐶𝑜,測定日 ： 測定日における「測定単位」の二次的な汚染による 60Co の放

射能量（Bq） 

（測定日：「測定単位」における 60Co の放射能量測定を行う

日） 

𝐶𝐹𝐶𝑜 ： 60Co の放射能換算係数（Bq/ s−1） 

𝑁𝐶𝑜 ： 測定時の 60Co が放出するγ線の計数率（s−1）。測定した計数

率が検出限界計数率未満であった場合，検出限界計数率を用

いる。この場合，𝑚𝐶𝑜はゼロとする。 

𝑚𝐶𝑜 ： ピーク BG（Ge 半導体検出器の設置場所周辺における「測定

単位」以外の主要核種（60Co）のγ線の計数率（s−1）） 

NCoから mCoを減算して放射能濃度確認対象物の放射能量を求めることから，ピー

ク BG は，放射能濃度確認対象物の放射能量の評価をするうえで小さい値を採用する

方が安全側となる。このため，非安全側の評価とならないようにピーク BG によって

NCoから mCoを過大に減じない。 

具体的には，表 1 のとおり，測定の都度，ピーク BG 測定を行い NK（mCoのピーク

面積に相当する計数）が 2σN（σN:ピーク BG の計数の標準偏差）未満であればピー

ク BG がないものとし mCoをゼロとする。NKが 2σN以上であればピーク BG がある

ものとする。定常的にピーク BG がある場合は，mCo（前日）と mCo（当日）を比較し，変動

があると判断した場合は，mCo（前日）と mCo（当日）の低い方をピーク BG として採用す

る。変動がないと判断した場合は mCo（前日）をピーク BG として採用する。 

2σNを判定基準とすることについては，「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線

スペクトロメトリー（令和 2 年 9 月改訂 原子力規制庁監視情報課） 資料 1.1.5 妨

害ピークの処理」において，ピーク面積がピーク BG の計数の標準偏差の 2 倍以上のと

き，妨害ピークを避けてベースライン領域を決める必要があると判定する旨（ピークが

存在していると判定する旨）が記載されていることから，2σN 以上をピーク BG が有

ると判定することは妥当であると判断している。  
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＜測定時（昼間）の BG 変動について＞ 

測定時（昼間）に測定装置周辺の BG に影響を及ぼすものとして，「①作業に伴う放

射性物質が測定装置周辺を通過することによる BG の変動」及び「②運転操作に伴う

測定装置周辺の機器及び設備に内包された放射性物質が移動することによる BG の変

動」が想定される。①については，放射能濃度確認対象物の放射線測定は汚染のおそ

れのない管理区域で行い，追加的な汚染がないように管理しているため，測定値に影

響を及ぼすような放射性物質が測定装置周辺を通過することはない。②については，

例えば，放射性物質を内包したタンクの水位変動及び配管内を放射性物質が移動する

ことによる BG の変動が想定されるが，これらの BG の変動は，事前に把握できるよ

うに管理しており，定常的な BG の変動（例：昼間に上昇した BG は夜間も上昇した

まま）である。 

仮に，意図しない②の要因により BG の変動が生じた場合，放射能濃度確認対象物

の放射能量の評価においては，本資料の＜ピーク BG の取り扱いに関する基本的な考

え方＞に示すとおり，測定前のピーク BG と測定後のピーク BG のうち，低い値を用

いて放射能濃度確認対象物の放射能量を評価するため，非安全側に評価することはな

い。 

以上より，①，②のどちらにおいても放射能濃度確認対象物の放射能量を非安全側

に評価することはない。 

 

＜表 1 におけるピーク BG の増加原因の調査について＞ 

ピーク BG の測定により，ピーク BG が増加したことを確認した場合は，変動の原

因を調査する。 

具体的には，正しく BG 測定が実施されたかの確認（例えば，測定時間が適切に設

定されているかの確認）及び測定装置周辺の機器及び設備に内包された放射性物質が

移動したかの確認（例えば，意図しない復水サージタンクの水位が変動したかの確

認）を行う。 

 

＜品質マネジメントシステムについて＞ 

前回認可申請書に基づき，浜岡 1,2 号炉解体撤去物の放射能濃度の測定及び評価に

関する業務は，既に浜岡原子力発電所原子炉施設保安規定，原子力品質保証規程及び

品質保証計画書に基づく下部規程（指針，手引）に具体的な業務を定めて，業務を実

施している。 

従って，今回認可申請書に基づく放射能濃度の測定及び評価に関する業務は，既に

品質保証の体制に定められているが，上述（測定エリアの設定，ピーク BG の取り扱

い方法）に関する変更について反映予定箇所，内容を別紙に示す。 

以上 
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表１ ピーク BG 補正の詳細 

 

・測定場所周辺のバックグラウンドの影響を考慮する必要があるか確認するために，各測

定期間の測定開始前にピーク BG 測定を実施し，ピーク BGの有無を確認する。 

・ピーク BG を検出した場合は，測定場所周辺のバックグラウンドの影響を考慮する必要

があるものと判断し，放射能濃度の決定に用いるピーク BGの設定を以下に示すとおり

行う。 

  

前日までのピー

ク BGの設定 

ピーク BG測定結果（前日夜から当日朝までの結果） 

ピーク BG検出有 

Nk（当日）≧2σN(当日) 

ピーク BG検出無 

Nk（当日）＜2σN(当日) 

ピーク BG 

検出有 

 

Nk（前日）≧ 

2σN(前日) 

⇩ 

mCo（前日）≠０ 

ケース１：｜mCo（当日）－mCo（前日）｜≦2σｍ(当日) 

・ピーク BGの変動はなしと判定し，mCo（前日）

を引き続き使用する。 

ケース２：mCo（当日）－mCo（前日）＞2σｍ(当日) 

・ピーク BG の増加原因を調査して当日の測

定・評価への影響を確認し，測定・評価への

影響がないと判断した場合はピーク BG と

して mCo（当日）を使用する。測定・評価への

影響があると判断した場合は原因を除去し

ピーク BGを再測定する。 

・mCo（前日）を使用した前日の測定・評価は有効

とする。 

ケース３：mCo（前日）－mCo（当日）＞2σｍ(当日) 

・ピーク BG として mCo（当日）を使用し，当日

の測定をする。 

・mCo（前日）を使用した前日の測定・評価は，測

定中にピーク BG が変動し mCo（当日）に減少

したと判断し，mCo（当日）を使用して前日の評

価を再評価する。 

・ピーク BG として

「mCo（当日）=０」を

使用し，当日の測

定をする。 

・mCo（前日）を使用し

た前日の測定・評

価は，測定中にピ

ーク BG が変動し

mCo（当日）に減少し

たと判断し，mCo

（当日）を使用して

前日の評価を再評

価する。 

ピーク BG 

検出無 

 

Nk（前日）＜ 

2σN(前日) 

⇩ 

mCo（前日）＝０ 

（mCo（当日）－mCo（前日）＞2σm(当日)） 

・ピーク BG の増加原因を調査して当日の測

定・評価への影響を確認し，測定・評価への

影響がないと判断した場合はピーク BG と

して mCo（当日）を使用する。測定・評価への

影響があると判断した場合は原因を除去し

ピーク BGを再測定する。 

・mCo（前日）を使用した前日の測定・評価は有効

とする。 

・ピーク BG の変動

はなしと判断し，

「mCo（前日）＝０」

を引き続き使用す

る。 

   

mCo（前日） ： 前日までの測定・評価で使用していたピーク BGの計数率（s−1） 

mCo（当日） ： 前日夜から当日朝まで測定したピーク BG の計数率（s−1） 

Nｋ（前日） ： mCo（前日）のピーク面積に相当する計数 

Nｋ（当日） ： mCo（当日）のピーク面積に相当する計数 

σN(前日) ： Nｋ（前日）の標準偏差 

σN(当日) ： Nｋ（当日）の標準偏差 

σm(当日) ： mCo（当日）の標準偏差（s−1） 



 

別紙 
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品質マネジメントシステムの指針類 

 

文書 内容（現在の内容を一部抜粋） 改正予定内容 

一次文書 保安規定【第２編】 （放射能濃度確認対象物の管理） － 

二次文書 放射性廃棄物管理指針 ５．７ クリアランス管理 － 

三次文書 クリアランス管理手引 ４．２．５ 測定・評価（測定エリア） 

廃棄物管理課長は，クリアランス対象物（候補）の放射能

濃度測定を行うにあたり，測定エリアを設定し，以下の通り

クリアランスレベル以下であることを確認する。測定エリア

は，管理区域（汚染のおそれのない管理区域）とする。 

a.測定・評価の計画 

（１）廃棄物管理課長は，クリアランス対象物（候補）の測

定・評価を行う場合は，認可を受けた「放射能濃度の測定

および評価の方法」に基づき計画を定め，『記録様式 10-

11-14 クリアランス対象物の測定・評価計画書』を作成す

る。 

（３）廃棄物管理課長は，測定・評価計画書に認可申請書の

事項を記載していることを確認する。 

浜岡 1,2 号炉解体撤去物の事項を以下に示す。 

・放射線測定装置を用いて，主要核種（60Co）の測定を行い，

測定単位のΣD/C≦10 を求めること。その際，必要に応じ

てピーク BG 補正を行う。 

1. 測定エリアの設定 

測定エリアの設定に際しては，事前に

測定・評価に影響を及ぼす BG の有無を

調査し，影響がある場合は，その変動が管

理できるような運用を検討する旨を追加

する。（例：タンクからの影響の場合，水

位変動等を伴う運転操作が場合は事前に

情報共有を行う等。） 

 

2.ピーク BG の取り扱い方法 

ピーク BG 補正に関して，具体的な手

順が変更となることから，より詳細な手

順を定めた『記録様式 10-11-14 クリアラ

ンス対象物の測定・評価計画書』にて各測

定期間（測定期間の考え方を含む）の測定

開始前にピーク BG 測定を実施し，ピー

ク BG の有無を確認する旨を追記する。 
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